
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
屋
内
総
合
プ
ー
ル
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

水
泳
競
技
の
競
技
力
向
上
、
水
泳
を
は
じ
め
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
県
民
の
健
康
の

増
進
等
を
図
る
た
め
、
新
た
に
埼
玉
県
屋
内
総
合
プ
ー
ル
を
設
置
す
る
た
め
の
制
定 

二 

内
容 

 

㈠ 

埼
玉
県
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
業
務 

 

㈡ 

休
館
日
及
び
利
用
時
間 

 

㈢ 

使
用
料 

 

㈣ 

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理 

 

㈤ 

そ
の
他 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
。
た

だ
し
、
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
す
る
行
為
は
公
布
の
日
、
施
設
等
の
申
請
受
付
は
同
日
か
ら

起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
。 
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